
【
転
入
者
向
け
】予
防
接
種
を
受
け
る
際
の
注
意

風
し
ん
無
料
抗
体
検
査（
要
予
約
）

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種

骨
髄
移
植
後
な
ど
の
ワ
ク
チ
ン
再
接
種
費
用

Ｍ
Ｒ
２
期
予
防
接
種

（
麻
し
ん
・
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
２
回
目
）

40
歳
～
57
歳
の
男
性
市
民
対
象

風
し
ん
抗
体
検
査
・
予
防
接
種

Ｄ
Ｔ
２
期
予
防
接
種

20
～
30
代
の
た
め
の
生
活
習
慣
病
予
防
健
診

エ
イ
ズ（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
）な
ど
の
無
料
匿
名
検
査

予
防
接
種
を
受
け
る
際
は
、
那
覇
市
の
予
診
票
が

必
要
で
す
。
予
診
票
が
お
手
元
に
な
い
場
合
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、

健
康
増
進
課
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
転
入
前
の
自
治
体
の
予
診
票
・
チ
ケ
ッ
ト
な
ど

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

問
保
健
所 

健
康
増
進
課

☎
８
５
３
・
７
９
６
１

日
毎
週
火
曜
日

　
９
時
30
分
～
11
時
30
分
、
13
時
～
15
時　

　

市
保
健
所
（
相
談
室
１
０
５
） 　

血
液
検
査

　

市
内
在
住
で
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
、
②
妊
娠
を
希
望
す
る

女
性
の
配
偶
者
や
同
居
者
な
ど
、
③
風
し
ん
の
抗

体
価
が
低
い
妊
婦
の
配
偶
者
や
同
居
者
な
ど

※
た
だ
し
、
過
去
に
風
し
ん
に
係
る
抗
体
検
査
を

受
け
た
結
果
、
十
分
な
量
の
風
し
ん
の
抗
体
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
、
当
該
予
防
接
種
を
行
う
必
要

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
人
は
除
き
ま
す
。

※
結
果
は
後
日
、
郵
送
に
て
通
知
し
ま
す
。

問
保
健
所 

保
健
総
務
課
☎
８
５
３
・
７
９
７
１

今
ま
で
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
た
こ
と
が

な
い
市
民
を
対
象
に
、
１
人
１
回
限
り
で
費
用

助
成
を
行
い
ま
す
（
年
度
ご
と
に
対
象
者
が
変
わ

り
、
こ
の
機
会
を
逃
す
と
接
種
費
用
の
助
成
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
）
。
今
年
度
の
対
象
者

へ
、
４
月
下
旬
に
「
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

予
防
接
種
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
の

で
、
接
種
を
す
る
場
合
は
必
ず
「
お
知
ら
せ
」
を

委
託
医
療
機
関
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で

　

過
去
に
一
度
も
23
価
の
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ

ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け
て
お
ら
ず
、

①
平
成
31
年
４
月
２
日
か
ら
令
和
2
年
４
月
１
日

ま
で
の
間
に
、
65
、
70
、
75
、
80
、
85
、
90
、
95
、

100
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
人

②
平
成
31
年
３
月
31
日
時
点
で
100
歳
以
上
の
人

③
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で一定
の
障
が
い
の
あ
る
人

※
過
去
に
市
の
助
成
を
受
け
た
人
、
ま
た
は
自
費

で
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
人
は
対
象
外
で
す
。

　

４
千
円
（
生
活
保
護
受
給
者
な
ど
は
無
料
）

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

問
保
健
所 

健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

骨
髄
移
植
手
術
な
ど
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
そ
れ

ま
で
に
接
種
し
た
ワ
ク
チ
ン
の
免
疫
が
消
失
し
、

医
師
よ
り
再
度
予
防
接
種
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た

市
民
へ
接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

　

骨
髄
移
植
手
術
な
ど
を
受
け
、医
師
よ
り
再
度

予
防
接
種
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
20
歳
未
満
の
市
民

※
接
種
前
に
健
康
増
進
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
保
健
所 

健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
は
麻
し
ん
（
は
し
か
）
と
風
し
ん

（
三
日
ば
し
か
）の
両
方
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る

ワ
ク
チ
ン
で
す
。
今
年
度
の
Ｍ
Ｒ
２
期
対
象
の
お

子
さ
ん
へ
、
４
月
中
旬
に
「
Ｍ
Ｒ
２
期
予
防
接
種

の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
ま
し
た
。
全
国
的
に
麻

し
ん
・
風
し
ん
の
流
行
が
続
い
て
い
ま
す
の
で
、

早
め
に
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

　

令
和
2
年
４
月
に
小
学
校
に
入
学
す
る
お
子

さ
ん（
現
在
、
保
育
園
・
幼
稚
園
の
年
長
さ
ん
）

　

令
和
2
年
３
月
31
日
ま
で 　

 

無
料

問
保
健
所 

健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

９
年
（
昭
和
54
年
）
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性
は
、

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間
に
限
り
、
風
し

ん
の
定
期
接
種
の
対
象
者
と
な
り
ま
す
。
市
か
ら

送
付
さ
れ
た
ク
ー
ポ
ン
券
を
持
参
し
、
指
定
医
療

機
関
な
ど
で
抗
体
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
抗

体
検
査
の
結
果
、
十
分
な
量
の
抗
体
が
な
い
人
は

予
防
接
種
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

指
定
医
療
機
関
な
ど

（
リ
ス
ト
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

【
今
年
度
の
ク
ー
ポ
ン
券
の
発
送
対
象
】

１
９
７
２（
昭
和
47
年
）４
月
２
日
～
１
９
７
９
年

（
昭
和
54
年
）
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性

【
今
年
度
の
ク
ー
ポ
ン
券
の
期
限
】

　
令
和
2
年
３
月
31
日
（
火
）

　

無
料
（
ク
ー
ポ
ン
券
が
必
要
で
す
）

※
今
年
度
に
ク
ー
ポ
ン
券
が
送
付
さ
れ
な
い
対
象

者
で
、
検
査
希
望
者
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
保
健
所 

健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

１
９
６
２
年
（
昭
和
37
年
）
４
月
２
日
～
１
９
７

４
月
に
小
学
６
年
生
に
な
っ
た
お
子
さ
ん
へ
、
４

月
中
旬
に
「
Ｄ
Ｔ
２
期
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ
」

を
送
付
し
ま
し
た
。

　

11
歳
以
上
13
歳
未
満　
　
無
料

問
保
健
所 

健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

日
火
曜
の
９
時
～
11
時

　
５
月
の
日
程
／
14
日
・
28
日

　

市
保
健
所
１
階　

　

身
体
測
定
、
血
液
・
尿
検
査
、
保
健
・
栄
養
指

導
（
１
時
間
程
度
で
終
了
予
定
）

　

20
代
～
30
代
の
市
民（
国
保
加
入
者
は
特
定
健

診
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

　

無
料　
　

電
話
予
約

問
保
健
所  

健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

①
即
日
無
料
匿
名
検
査
（
要
予
約
）

日
月
・
水
・
金

　
９
時
30
分
～
11
時
30
分
、
13
時
～
15
時

　

Ｈ
Ｉ
Ｖ
・
ク
ラ
ミ
ジ
ア
・
梅
毒

②
エ
イ
ズ
・
梅
毒
無
料
匿
名
夜
間
検
査（
要
予
約
）

日
５
月
８
日
（
水
）
17
時
～
20
時

③
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
（
Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝
炎
）
検
査

（
要
予
約
）
※
市
民
対
象

日
月
・
水
・
金

　
９
時
30
分
～
11
時
30
分
、
13
時
～
15
時

※
肝
炎
検
査
は
初
め
て
の
人
の
み
無
料

　

①
②
③
共
通　
市
保
健
所（
相
談
室
１
０
５
）

問
保
健
所 

保
健
総
務
課
☎
８
５
３
・
７
９
７
１

対

対

対期内場

費

費 場対

内

場 場

申

内

期費 対

対５
月
に
子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
無
料
ク
ー
ポ
ン

券
を
送
付
し
ま
す

が
ん
に
関
す
る
正
し
い
健
康
意
識
の
普
及
啓
発
と

受
診
促
進
の
た
め
、
一
定
の
年
齢
の
人
を
対
象
に

が
ん
検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
送
付
し
ま
す
。

【
子
宮
頸
が
ん
無
料
ク
ー
ポ
ン
対
象
者
】

平
成
10
年
４
月
２
日
～
平
成
11
年
４
月
１
日
生

【
乳
が
ん
（
マ
ン
モ
）
無
料
ク
ー
ポ
ン
対
象
者
】

昭
和
53
年
４
月
２
日
～
昭
和
54
年
４
月
１
日
生

　

令
和
2
年
２
月
29
日
ま
で

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
保
健
所 

健
康
増
進
課

☎
８
５
３
・
７
９
６
１

期

費

費

後期高齢者医療保険料の
均等割額が９割軽減のみなさまへ
※65歳以上の人で障がい認定を受けて後期高齢者制度に加入している人も対象になります。

　７５歳以上の人が加入する後期高齢者医療保険料の均等割について、これまで９割軽
減となっていた人は、今年度、８割軽減に変わります。
　介護保険料については、今年度の6月から所得段階の低い高齢者への保険料の負担
軽減が強化（月平均５２９円軽減）されます。
　所得の低い年金受給者の人へは、今年１０月から、年金生活者支援給付金（基準額月
5,000円）の制度が始まります。

※介護保険料軽減は半年度分の軽減額を年度平均した額です。課税者が同居している
場合は対象外となります。

※老齢年金生活者支援給付金（補足的な給付を含む）の場合、支給要件（６５歳以上で老
齢基礎年金を受給中、世帯全員の市町村税が非課税、前年の年金収入額と所得額の
合計が８７９，３００円以下）を全て満たす必要があります。金額は保険料を納めた期間
等により異なり、基本的に１０、１１月分を１２月（年金の支払日と同日）に振込みます。

※後期高齢者医療保険料を年金からの引き落としで納めている場合、引き落とし額へ
の影響は10月からです。

＜問い合わせ先＞
●後期高齢者医療制度について・・・国民健康保険課（862-4262）
●介護保険について・・・・・・・・・・・・ちゃーがんじゅう課（862-9010）
●年金生活者支援給付金・・・・・・・・ねんきんダイヤル（0570-05-1165）

（例）年金収入８０万円以下の人の後期高齢者保険料均等割額
平成３０年度 平成３1年度

保険料の納付額（１割）

９割軽減
(月平均404円納付)

保険料の納付額（2割）

8割軽減
(月平均808円納付)

2019年（令和元年）5月5




